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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ装置の外部機器充電方法において、
　前記ディスプレイ装置の電源部から、スタンバイ電力（ｓｔａｎｄｂｙ　ｐｏｗｅｒ）
又は主電力（ｍａｉｎ　ｐｏｗｅｒ）を出力するステップと、
　前記ディスプレイ装置がスタンバイモードの状態で、充電可能な外部機器が前記ディス
プレイ装置にＵＳＢを通じて接続されたか否かを確認するステップと、
　前記外部機器が接続されている場合、主電力をイネーブルさせ、前記スタンバイモード
の状態で前記ＵＳＢのＶＢＵＳラインを通じて前記外部機器を充電するステップと
　を含む外部機器充電方法。
【請求項２】
　前記ディスプレイ装置のスタンバイ電力を用いて前記ＵＳＢのデータラインに流入する
電流の大きさによって、前記外部機器の充電可否を確認することを特徴とする請求項１に
記載の外部機器充電方法。
【請求項３】
　前記外部機器を充電するステップは、
　前記ＶＢＵＳラインと接続された前記ディスプレイ装置の主電力を用いて、前記外部機
器を充電することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の外部機器充電方法。
【請求項４】
　前記充電可能な外部機器が接続されたか否かを確認するステップは、
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　前記ディスプレイ装置のスタンバイ電力と接続された二つのデータラインによるパスを
通じて前記充電可能な機器が接続されたか否かを確認することを特徴とする請求項１ない
し請求項３のうちいずれか一項に記載の外部機器充電方法。
【請求項５】
　前記ディスプレイ装置内の前記パス上には、
　前記二つのデータラインのうちいずれか一方に前記充電可能な機器であるか否かを確認
するための抵抗がスイッチングされて接続されることを特徴とする請求項４に記載の外部
機器充電方法。
【請求項６】
　前記パス上には、
　前記二つのデータラインの間に形成される前記外部機器の終端抵抗を含むことを特徴と
する請求項４に記載の外部機器充電方法。
【請求項７】
　前記終端抵抗は、前記外部機器に形成された抵抗であるか、スイッチによって接続され
た抵抗であることを特徴とする請求項６に記載の外部機器充電方法。
【請求項８】
　前記外部機器の充電が完了すると、
　前記外部機器が前記ディスプレイ装置から取り外されたと認識し、前記ＶＢＵＳライン
と接続された前記ディスプレイ装置の電源部をオフするステップを更に含むことを特徴と
する請求項１ないし請求項７のうちいずれか一項に記載の外部機器充電方法。
【請求項９】
　ＵＳＢを通じて接続された外部機器を充電するディスプレイ装置において、
　前記ＵＳＢのデータラインを通じて接続された外部機器が充電可能な機器であるか否か
を確認する外部機器接続確認部と、
　スタンバイ電力（ｓｔａｎｄｂｙ　ｐｏｗｅｒ）又は主電力（ｍａｉｎ　ｐｏｗｅｒ）
を出力する前記ディスプレイ装置の電源部と、
　前記ディスプレイ装置がスタンバイモードであるか否かに応じて、前記電源部が前記ス
タンバイ電力及び／又は前記主電力を出力するように、前記電源部を制御する制御部と、
　充電が可能な外部機器が接続された場合に、主電力をイネーブルさせ、前記ディスプレ
イ装置が前記スタンバイモードの状態で、前記ＵＳＢのＶＢＵＳラインを介して前記主電
力を前記外部機器に出力する電源出力部と
　を含むディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記外部機器接続確認部は、
　前記データラインと接続された前記スタンバイ電力を用いて、前記外部機器が充電可能
な機器であるか否かを確認することを特徴とする請求項９に記載のディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記電源出力部は、
　前記電源部から出力される前記主電力を前記ＵＳＢのＶＢＵＳラインを通じて、前記外
部機器に供給して前記外部機器を充電することを特徴とする請求項９又は請求項１０に記
載のディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部機器充電方法及びそれを用いるディスプレイ装置に関し、より詳細には
、ディスプレイ装置がスタンバイモードである場合、外部機器を充電する方法及びそれを
用いるディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ディスプレイ装置などにモバイル機器などのような外部機器が接続されて使用さ
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れており、外部機器を別途の充電器を用いて充電したりもするが、多くの場合、テレビの
ようなディスプレイ装置にモバイルコネクタを接続して動作及び充電過程が行なわれるケ
ースが多くなっている。
【０００３】
　その中、外部機器がディスプレイ装置に接続される場合、ディスプレイ装置がオン状態
にある場合のように、ノーマルな状態にあれば特に問題はないが、ディスプレイ装置がオ
フされてスタンバイモードである場合には、ディスプレイ装置を充電するためには、無駄
にディスプレイ装置をオンさせて充電しなければならないという問題がある。
【０００４】
　特に、従来にはディスプレイ装置がスタンバイモードである場合、例えば、ＵＳＢコネ
クタには電源供給がされず、電源供給のためにはディスプレイ装置をオンさせなければな
らず、単に充電をするためだけなら、無駄な電力が消費されるという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国登録第３２６、６７８号
【特許文献２】日本特開第２０００－２７０２８１号公報
【特許文献３】韓国特開第２００８－０６００４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、無駄な電力が消費されるという問題を解決できる外部機器充電方法及びそれを用いる
ディスプレイ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る外部機器充電方法の一実施形態は
、ディスプレイ装置の外部機器充電方法において、前記ディスプレイ装置がスタンバイモ
ードの状態で、充電可能な外部機器が前記ディスプレイ装置にＵＳＢを通じて接続された
か否かを確認するステップと、前記外部機器が接続されている場合、前記スタンバイモー
ドで前記ＵＳＢのＶＢＵＳラインを通じて前記外部機器を充電するステップとを含む。
【０００８】
　ここで、前記ディスプレイ装置のスタンバイ電源を用いて前記ＵＳＢデータラインに流
入する電流の大きさによって、前記外部機器の充電可否を確認してよい。
【０００９】
　一実施形態において、前記外部機器を充電するステップは、前記ＶＢＵＳラインと接続
された前記ディスプレイ装置の主電源を用いて、前記外部機器を充電してよい。
【００１０】
　ここで、前記充電可能な外部機器が接続されたか否かを確認するステップは、前記ディ
スプレイ装置のスタンバイ電源と接続された二つのデータラインによるパスを通じて前記
充電可能な機器が接続されたか否かを確認してもよい。
【００１１】
　なお、前記ディスプレイ装置内の前記パス上には、前記二つのデータラインのうちいず
れか一方に前記充電可能な機器であるか否かを確認するための抵抗がスイッチングされて
接続されてよい。
【００１２】
　そして、前記パス上には、前記二つのデータラインの間に形成される前記外部機器の終
端抵抗を含んでよい。
【００１３】
　ここで、前記終端抵抗は、前記外部機器に形成された抵抗であるか、スイッチによって



(4) JP 6063623 B2 2017.1.18

10

20

30

40

50

接続された抵抗であってよい。
【００１４】
　別の実施形態において、前記外部機器の充電が完了すると、本発明の一実施形態に係る
外部機器充電方法は、前記外部機器が前記ディスプレイ装置から取り外されたと認識し、
前記ＶＢＵＳラインと接続された前記ディスプレイ装置の電源部をオフするステップを更
に含んでよい。
【００１５】
　上述の目的を達成するための本発明の別の実施形態に係るＵＳＢを通じて接続された外
部機器を充電するディスプレイ装置は、前記ＵＳＢのデータラインを通じて接続された外
部機器が充電可能な機器であるか否かを確認する外部機器接続確認部と、スタンバイ電源
又は主電源を出力する前記ディスプレイ装置の電源部と、前記ディスプレイ装置がスタン
バイモードであるか否かに応じて、前記電源部が前記スタンバイ電源又は前記主電源を出
力するように、前記電源部を制御する制御部と、前記電源部から出力される前記スタンバ
イ電源又は前記主電源を前記外部機器に出力する電源出力部とを含む。
【００１６】
　ここで、前記外部機器接続確認部は、前記データラインと接続された前記スタンバイ電
源を用いて、前記外部機器が充電可能な機器であるか否かを確認できる。
【００１７】
　なお、前記電源出力部は、前記電源部から出力される前記主電源を前記ＵＳＢのＶＢＵ
Ｓラインを通じて、前記外部機器に供給して前記外部機器を充電してもよい。
【００１８】
　上述の目的を達成するための本発明の一実施形態に係る外部機器充電方法の別の実施形
態は、ディスプレイ装置と５つのラインで接続された少なくともいずれか一つの外部機器
の充電方法において、前記５つのラインのうち第１ライン及び第２ラインのうち少なくと
もいずれか一方を通じて、前記少なくともいずれか一つの外部機器が認識されるようにす
るウェークアップ（Ｗａｋｅｕｐ）信号を受信するステップと、前記受信されたウェーク
アップ信号に従って、前記５つのラインのうち第３ライン及び第４ラインのうち少なくと
もいずれか一方を通じて、前記外部機器を充電するステップとを含む外部機器充電方法で
ある。
【００１９】
　ここで、前記ウェークアップ信号は、前記ウェークアップ信号の開始を報知する開始信
号と、前記少なくともいずれか一つの外部機器のうちいずれか一つを選択する外部機器選
択信号と、前記外部機器の動作モードを指定する動作モード信号のうち少なくともいずれ
か一つを含んでよい。
【００２０】
　なお、前記開始信号は、ハイ（Ｈｉｇｈ）レベルからロー（Ｌｏｗ）レベルにダウンさ
れた後、予め設定された時間だけ前記ローレベルを維持する信号か、又は、前記ローレベ
ルから前記ハイレベルにアップされた後、予め設定された時間だけ前記ハイレベルを維持
する信号であってよい。
【００２１】
　上述の目的を達成するための本発明の別の実施形態に係るディスプレイ装置と５つのラ
インで接続された少なくともいずれか一つの外部機器を充電するディスプレイ装置は、前
記５つのラインのうち第１ライン及び第２ラインのうち少なくともいずれか一方を通じて
、前記外部機器が認識されるようにするウェークアップ（Ｗａｋｅｕｐ）信号を受信する
ウェークアップ信号受信部と、前記受信されたウェークアップ信号に従って、前記５つの
ラインのうち第３ライン及び第４ラインのうち少なくともいずれか一方を通じて、前記外
部機器に電源を供給する電源供給部とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係るＵＳＢを通じて接続された外部機器を充電するディス
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プレイ装置の概略的なブロック図である。
【図２】図１に示すディスプレイ装置が外部機器を認識する方法を説明するための図であ
る。
【図３】図１に示すディスプレイ装置が外部機器を認識する方法を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態に係るディスプレイ装置で外部機器の充電状態を示す一例を
説明するための図である。
【図５】本発明の別の実施形態に係る新たなインターフェースを通じて接続された外部機
器を充電するディスプレイ装置の概略的なブロック図である。
【図６】本発明の別の実施形態に係る新たなインターフェースを通じて外部機器と接続さ
れたディスプレイ装置が外部機器を充電する方法を説明するための図である。
【図７】本発明の別の実施形態に係る新たなインターフェースを通じて外部機器と接続さ
れたディスプレイ装置が外部機器を充電する方法を説明するための図である。
【図８Ａ】ウェークアップ信号の構造及び役割を説明するための図である。
【図８Ｂ】ウェークアップ信号の構造及び役割を説明するための図である。
【図８Ｃ】ウェークアップ信号の構造及び役割を説明するための図である。
【図８Ｄ】ウェークアップ信号の構造及び役割を説明するための図である。
【図９Ａ】本発明の多様な実施形態に係るディスプレイ装置と外部機器との間に適用され
るインターフェース構造を説明するための図である。
【図９Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るディスプレイ装置と外部機器との間に適用され
るインターフェース構造を説明するための図である。
【図１０】互いに異なるインターフェースが適用されるディスプレイ装置と接続され、充
電機能を行なう本発明の一実施形態に係る外部機器の概略的なブロック図である。
【図１１】図１０に示す互いに異なるインターフェースが適用されるディスプレイ装置と
接続された外部機器が充電機能を行なう方法を説明するための図である。
【図１２】図１０に示す互いに異なるインターフェースが適用されるディスプレイ装置と
接続された外部機器が充電機能を行なう方法を説明するための図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係るＵＳＢを通じて接続された外部機器を充電するディ
スプレイ装置における外部機器充電方法を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の別の実施形態に係る新たなインターフェースを通じて接続された外部
機器を充電するディスプレイ装置における外部機器充電方法を示すフローチャートである
。
【図１５】本発明の一実施形態に係る互いに異なるインターフェースが適用されるディス
プレイ装置と接続された外部機器における充電方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施形態に係るＵＳＢを通じて接続された外部機器を充電するディ
スプレイ装置の概略的なブロック図である。図１に示すように、外部機器２００と接続さ
れて外部機器２００を充電するディスプレイ装置１００は、外部機器接続確認部１１０と
、電源部１２０と、制御部１３０と、電源出力部１４０及び充電状態情報表示部１５０を
含む。
【００２５】
　外部機器接続確認部１１０は、ＵＳＢのデータラインを通じて接続された外部機器が充
電可能な機器であるか否かを確認する。
【００２６】
　ここで、外部機器接続確認部１１０は、ＵＳＢのデータラインと接続されたスタンバイ
電源を用いて外部機器が充電可能な機器であるか否かを確認することができる。
【００２７】
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　即ち、従来には、スタンバイ電源の場合、ディスプレイ装置がスタンバイモードである
場合、リモコンによるキー入力を検知するのに用いられたが、本発明の一実施形態に係る
ディスプレイ装置のスタンバイ電源は、ディスプレイ装置がスタンバイモードである場合
、外部機器を検知するのに用いられるものである。
【００２８】
　一実施形態において、外部機器接続確認部１１０は、ディスプレイ装置のスタンバイ電
源と接続された二つのデータラインによるパスを通じて外部機器が充電可能な機器である
か否かを確認することができる。
【００２９】
　ここで、ディスプレイ装置内のパス上には、二つのデータラインのうちいずれか一方に
外部機器が充電可能な機器であるか否かを確認するための抵抗がスイッチングされて接続
される。
【００３０】
　なお、外部機器内のパス上には、二つのデータラインの間に形成される外部機器の終端
抵抗を含んでよく、終端抵抗は外部機器に形成された抵抗かスイッチによって接続された
抵抗であってもよい。
【００３１】
　即ち、ディスプレイ装置の通常動作中には、モバイル機器のような外部機器の動作及び
充電に問題はないが、ディスプレイ装置が切れている間は、外部機器を充電することがで
きないため、スタンバイモードの場合には、充電機能が可能なディスプレイ装置のうち最
小限の部分のみをオンさせて外部機器が接続されたことを検知し、充電可能な機器である
か否かを確認することにより、外部機器を充電させることができるようになる。
【００３２】
　電源部１２０は、後述の制御部１３０の制御により、スタンバイ電源又は主電源を出力
する。
【００３３】
　制御部１３０は、ディスプレイ装置１００がスタンバイモードであるか否かに応じて、
電源部１２０がスタンバイ電源又は主電源を出力するように、電源部１２０を制御する。
【００３４】
　電源出力部１４０は、電源部１２０から出力されるスタンバイ電源又は主電源を外部機
器に出力する。
【００３５】
　ここで、電源出力部１４０は、電源部１２０から出力される主電源をＵＳＢのＶＢＵＳ
ラインを通じて外部機器２００に供給して外部機器を充電することができる。
【００３６】
　即ち、外部機器２００が充電可能な機器であると認識された場合には、主電源を起動さ
せて電源出力部１４０を介して主電源が外部機器に供給されるようにし、外部機器の充電
を開始できるようになるのである。
【００３７】
　このとき、充電が完了したり接続が解除されると、電源出力部１４０の電源が遮断され
て充電が終了される。
【００３８】
　具体的に、外部機器がディスプレイ装置との接続が解除されると、外部機器接続確認部
１１０は、外部機器がディスプレイ装置から取り外されたと認識し、ＶＢＵＳラインと接
続されたディスプレイ装置の電源部をオフにする。
【００３９】
　なお、外部機器の充電が完了すると、外部機器接続確認部１１０は外部機器がディスプ
レイ装置から取り外されたと認識し、ＶＢＵＳラインと接続されたディスプレイ装置の電
源部をオフにすることができる。
【００４０】
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　充電状態情報表示部１５０は、外部機器の充電状態を示す。
【００４１】
　ここで、充電状態情報表示部１５０は、ディスプレイ装置１００のディスプレイ部又は
ディスプレイ装置に形成されたＬＥＤであってよい。
【００４２】
　即ち、外部機器の充電中に情報を表示する方法として、テレビ画面のようなディスプレ
イ装置のディスプレイ部に実際に情報を表示する方法と、ディスプレイ装置に形成された
ＬＥＤを用いて間接的にユーザに情報を提供する方法とに区分される。
【００４３】
　一方、ＬＥＤを用いて外部機器の充電状態を表示する場合には、ＬＥＤの色相に応じて
外部機器の充電状態を表示することができ、例えば、充電中の場合には赤、充電が完了し
た場合には緑、外部機器が解除されている場合にはＬＥＤをオフにすることで、当該情報
を表示することができる。
【００４４】
　図２及び図３は、図１に示すディスプレイ装置が外部機器を認識する方法を説明するた
めの図である。図２及び図３に示すように、ディスプレイ装置１００がスタンバイモード
になると、スタンバイ電源１２３をＵＳＢのデータＤ－ラインに接続し、Ｄ＋ラインにプ
ルダウン（Ｐｕｌｌ　ｄｏｗｎ）抵抗１１１が接続されるようにするスイッチが動作して
外部機器が充電可能な機器であるか否かを確認することができる。
【００４５】
　ここで、回路上にパス（Ｐａｔｈ）が形成されなければならないが、図２に示すように
、ＵＳＢラインの終端抵抗２０１を用いてパスを形成してよく、図３に示すように、外部
機器でスイッチを用いて接続された終端抵抗２０３を用いてパスを形成してもよい。
【００４６】
　図３のように、スイッチを用いて接続された終端抵抗２０３を用いる場合、スイッチン
グ動作は、ＵＳＢデータ通信を用いる場合でなければ、スイッチを終端抵抗２０３側に接
続し、その他の場合には、もともと利用していたパスのとおりにスイッチを動作させるこ
とができる。
【００４７】
　このように、図２及び図３で説明したように、ディスプレイ装置に外部機器が接続され
て充電可能な機器であると確認されると、ディスプレイ装置は、スタンバイモードで外部
機器を充電させることができるように、電流が供給できる回路が動作すべきである。
【００４８】
　一方、充電が完了すると、外部機器は図３に示すように、スイッチを用いて抵抗パスを
遮断することができ、この場合、ディスプレイ装置側には充電が必要ないことを検知して
、外部機器充電状態でスタンバイモードに切り替えられる。
【００４９】
　ここで、充電過程をより詳細に説明すると、ディスプレイ装置がスタンバイモードで外
部機器が接続される外部機器接続確認部では、外部機器が接続されて充電が必要な機器で
あると判断されると、制御部に外部機器を充電するための主電源のパワーオンを指示する
。そうすると、充電を行なうための最小限の電流をディスプレイ装置の電源部は電源出力
部に供給し、ＵＳＢのＶＢＵＳ端子を通じて外部機器に伝達されて充電を開始する。その
後、外部機器が解除されると、ディスプレイ装置の外部機器接続確認部は外部機器が取り
外されたことを検知し、ディスプレイ装置の制御部にオフ命令を伝達して電源部をオフさ
せて、再びディスプレイ装置はスタンバイモードに切り替えられる。
【００５０】
　一方、充電時には、充電状態をＬＥＤを用いて表示することができ、例えば、スタンバ
イモードの場合はオフ、充電中の場合は赤、充電完了の場合は緑のように表示し、ユーザ
に認識させることができる。外部機器の充電完了を認識するためには、ディスプレイ装置
側で電流／電圧を検知して、充電が完了したか否かを判断することもできる。しかし、一
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般的にこのような回路は費用が無駄にかかるため、外部機器の充電が完了すると、スイッ
チを用いて外部機器をパスを遮断させることにより容易に実現できる。即ち、外部機器の
パスが遮断されると、外部機器を解除したのと同様の効果で、外部機器接続確認部は外部
機器が取り外されたと見なして、ディスプレイ装置の制御部は電源部に外部機器充電のた
めの主電源のオフ命令を伝達する。
【００５１】
　図４は、本発明の一実施形態に係るディスプレイ装置で外部機器の充電状態を示す一例
を説明するための図である。
【００５２】
　外部機器の充電中に外部機器の充電状態を表示する方法には、上述のように、テレビ画
面でのように実際にディスプレイ装置のディスプレイ部に情報を提供する方法と、ＬＥＤ
を用いて間接的にユーザに情報を提供する方法とがある。一例として、図４に示すように
、ディスプレイ部の全画面のうち一部の画面４０１を部分的に駆動させて情報を提供する
ことができる。
【００５３】
　図５は、本発明の別の実施形態に係る新たなインターフェースを通じて接続された外部
機器を充電するディスプレイ装置の概略的なブロック図である。ここで、本発明の別の実
施形態に係るディスプレイ装置で使用される新たなインターフェースは、５つのラインを
用いて相互通信を行なうインターフェースを意味するものとして、以下では新たなインタ
ーフェースをＮＩＦ（Ｎｅｗ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）に称する。
【００５４】
　図５に示すように、５つのラインで接続された少なくともいずれか一つの外部機器３０
０を充電するディスプレイ装置４００は、ウェークアップ信号受信部４１０及び電源供給
部４３０を含む。
【００５５】
　ウェークアップ信号受信部４１０は、５つのラインのうち第１ライン及び第２ラインの
うち少なくともいずれか一方を通じて、少なくともいずれか一つの外部機器３００が認識
されるようにするウェークアップ（Ｗａｋｅｕｐ）信号を受信する。
【００５６】
　一実施形態において、ウェークアップ信号はウェークアップ信号の開始を報知する開始
信号、外部機器のうちいずれか一つを選択する外部機器選択信号、外部機器の動作モード
を指定する動作モード信号のうち少なくともいずれか一つを含んでいる。
【００５７】
　ここで、開始信号は、ハイ（Ｈｉｇｈ）レベルからロー（Ｌｏｗ）レベルにダウンされ
た後、予め設定された時間だけローレベルを維持する信号か、又は、前記ローレベルから
前記ハイレベルにアップされた後、予め設定された時間だけ前記ハイレベルを維持する信
号であってよい。
【００５８】
　なお、動作モード信号は、外部機器を充電する動作モードを含めて少なくともいずれか
一つの別の動作モードを含んでよい。
【００５９】
　電源供給部４３０は、受信されたウェークアップ信号に従って、５つのラインのうち第
３ライン又は第４ラインのうち少なくともいずれか一方を通じて外部機器に電源を供給す
る。
【００６０】
　図６及び図７は、本発明の別の実施形態に係る新たなインターフェース（ＮＩＦ）を通
じて外部機器と接続されたディスプレイ装置が外部機器を充電する方法を説明するための
図である。
【００６１】
　図６に示すように、ディスプレイ装置４００は、ＮＩＦの５つのラインのうちいずれか
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一つのラインを通じてウェークアップ信号受信部４１０が、外部機器３００が認識される
ようにするウェークアップ信号を受信するということが分かる。
【００６２】
　なお、図７に示すように、ディスプレイ装置４００はＮＩＦの５つのラインのうち二つ
のラインを通じて電源供給部４３０が外部機器３００に電源を供給するということが分か
る。
【００６３】
　即ち、図６及び図７に示すように、５つのラインのうちいずれか一つのラインを用いて
初期のイウェークアップ手続きを行なうことができ、ウェークアップ手続きを行なうライ
ンと別のラインを通じて外部機器３００で使用される電源を供給して外部機器の動作及び
充電動作を行なうようにすることができる。一方、図６でウェークアップ手続きを一つの
ラインを用いるものとして示したが、二つのラインを用いてウェークアップ手続きを行な
うことができ、図７で充電手続きを二つのラインを用いるものとして示したが、一つのラ
インを用いて充電手続きを行なうこともできる。
【００６４】
　図８Ａないし図８Ｄは、ウェークアップ信号の構造及び役割を説明するための図である
。
【００６５】
　図８Ａによると、外部機器が一つである場合、ウェークアップ信号の構造を示す図であ
り、ウェークアップ信号はウェークアップ信号の開始を報知する開始信号（Ｓｔａｒｔ）
、外部機器の動作モードを指定する動作モード信号（Ｗａｋｅｕｐ　Ｍｏｄｅ）で構成さ
れてよく、図８Ａに示すように、ウェークアップ信号を受信完了した後、ウェークアップ
信号受信確認信号（ＡＣＫ）を外部機器に伝送することができるということが分かる。
【００６６】
　ここで、開始信号は、ハイレベルからローレベルにダウンされた後、予め設定された時
間だけ持続する信号であってよく、本発明はこれに限らず、逆にローレベルからハイレベ
ルにアップされた後、予め設定された時間だけ持続する信号であってよい。
【００６７】
　図８Ｂによると、外部機器が複数である場合、ウェークアップ信号の構造を示す図であ
り、ウェークアップ信号はウェークアップ信号の開始を報知する開始信号（Ｓｔａｒｔ）
、複数の外部機器のうちいずれか一つを選択する外部機器選択信号（Ｗａｋｅｕｐ　Ｐｏ
ｒｔ）、選択された外部機器の動作モードを指定する動作モード信号（Ｗａｋｅｕｐ　Ｍ
ｏｄｅ）で構成されてよく、図８Ａと同様に、ウェークアップ信号を受信完了した後、ウ
ェークアップ信号受信確認信号（ＡＣＫ）を外部機器に伝送することができるということ
が分かる。
【００６８】
　図８Ｃによると、ウェークアップ信号に含まれた各々の信号の役割を説明しており、図
８Ｃに示すように、開始信号（Ｓｔａｒｔ）はハイレベルからローレベルにダウンされる
信号であり、外部機器選択信号（Ｗａｋｅｕｐ　Ｐｏｒｔ）は複数の外部機器のうちいず
れか一つの外部機器に該当するポートを指定する信号であり、動作モード信号（Ｗａｋｅ
ｕｐ　Ｍｏｄｅ）は外部機器の動作モードを指定する信号であり、ウェークアップ信号受
信確認信号（ＡＣＫ）はウェークアップ信号の受信に成功したことを報知する信号である
ことが分かる。
【００６９】
　図８Ｄは、図８Ｃに記載された動作モード信号（Ｗａｋｅｕｐ　Ｍｏｄｅ）の種類を示
す図であり、各々の信号に応じて外部機器の多様な動作モードを指定することができ、特
定の信号は外部機器の充電機能のみを行なう信号であることが分かり、別の動作モード信
号は充電機能以外に別の機能を含む信号であってよい。
【００７０】
　図９Ａ及び図９Ｂは、本発明の多様な実施形態に係るディスプレイ装置と外部機器との
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間に適用されるインターフェース構造を説明するための図である。
【００７１】
　図９Ａによると、ＵＳＢ方式のインターフェース構造を説明するための図であり、端子
１は電源を供給するための端子であり、端子２、３はデータ通信のための端子であり、端
子４はホスト又は外部機器を認識する端子であり、端子５はグラウンドを示す端子である
ことが分かる。
【００７２】
　図９Ｂは、ＮＩＦ方式のインターフェース構造を説明するための図であり、端子１、２
は主にビデオ通信のための端子であり、本発明ではウェークアップ手続きを行なうのに用
いられる端子であることが分かる。なお、端子３、４は主にデータ通信のための端子であ
り、本発明では外部機器の充電手続きを行なうのに用いられる端子であることが分かる。
なお、端子５はグラウンドを示す端子であることが分かる。
【００７３】
　図１０は、互いに異なるインターフェースが適用されるディスプレイ装置と接続され、
充電機能を行なう本発明の一実施形態に係る外部機器の概略的なブロック図である。図１
０に示すように、互いに異なるインターフェースが適用されるディスプレイ装置５００と
接続されて充電機能を行なう外部機器６００は、スイッチング部６１０と、外部機器電源
部６２０及び制御部６３０を含む。
【００７４】
　スイッチング部６１０は、互いに異なるインターフェースが適用されるディスプレイ装
置５００と接続され、制御信号に従ってディスプレイ装置５００に適用されるインターフ
ェースタイプに対応するインターフェースタイプが選択されるようにスイッチングする。
【００７５】
　外部機器電源部６２０は、スイッチング部６１０の動作によって選択されたインターフ
ェースタイプに応じて別の方式で電源を供給される。
【００７６】
　一実施形態において、ディスプレイ装置５００に適用されるインターフェースがＵＳＢ
方式の第１インターフェースなら、外部機器電源部６２０は第１インターフェースによる
複数のラインのうちＶＢＵＳラインを通じて電源を供給されることができる。
【００７７】
　別の実施形態において、ディスプレイ装置５００のインターフェースがＵＳＢ方式でな
い、ＮＩＦ方式の第２インターフェースなら、外部機器電源部６２０は第２インターフェ
ースによる複数のラインのうちデータラインを通じて電源を供給されることができる。
【００７８】
　制御部６３０は、ディスプレイ装置５００のインターフェースタイプに応じて、ディス
プレイ装置５００に適用されるインターフェースタイプに対応するインターフェースタイ
プが選択されるように、制御信号をスイッチング部６１０に出力する。
【００７９】
　従って、互いに異なるインターフェースが適用されるディスプレイ装置と接続されて充
電機能を行なう本発明の一実施形態に係る外部機器は、ＵＳＢ方式及びＮＩＦ方式などの
インターフェースなどを全てサポートするディスプレイ装置と接続されて充電及びデータ
通信を行なうことができる。なお、例えば、外部機器のスイッチング部でデフォルト（Ｄ
ｅｆａｕｌｔ）でＮＩＦ方式で動作している場合、ＵＳＢ方式のインターフェースが適用
されたディスプレイ装置と接続されている場合、外部機器を検知し、ＮＩＦ方式のインタ
ーフェースでＵＳＢ方式のインターフェースでスイッチングが可能である。なお、電源は
ＵＳＢ方式のインターフェースである場合、ＶＢＵＳを通じて供給され、ＮＩＦ方式のイ
ンターフェースである場合、データラインを用いてスイッチング部の後端で電源を供給す
ることができる。
【００８０】
　図１１及び図１２は、図１０に示す互いに異なるインターフェースが適用されるディス
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プレイ装置と接続された外部機器が充電機能を行なう方法を説明するための図である。図
１１及び図１２に示された外部機器はモバイル機器として示したが、本発明はこれに限ら
ず、モバイル機器の他にＭＰ３プレーヤ、ＤＶＤプレーヤなどの多様な種類の携帯機器が
外部機器であってよい。
【００８１】
　図１１によると、図１０に示すディスプレイ装置５００に適用されたインターフェース
がＵＳＢ方式である場合、外部機器６００が充電される方式を示す図として、図１１に示
すように、ディスプレイ装置５００のインターフェースがＵＳＢ方式である場合、制御部
６３０はディスプレイ装置５００に適用されたインターフェースタイプのＵＳＢ方式に対
応するインターフェースタイプが選択されるように、制御信号をスイッチング部６１０に
出力し、外部機器電源部６２０はＶＢＵＳラインを通じて電源を供給されることが分かる
。
【００８２】
　図１２によると、図１０に示すディスプレイ装置５００に適用されたインターフェース
がＮＩＦ方式である場合、外部機器６００が充電される方式を示す図として、図１２に示
すように、ディスプレイ装置５００のインターフェースがＮＩＦ方式である場合、制御部
６３０はディスプレイ装置５００に適用されたインターフェースタイプのＮＩＦ方式に対
応するインターフェースタイプが選択されるように、制御信号をスイッチング部６１０に
出力し、外部機器電源部６２０はＮＩＦインターフェースによる複数のラインのうち二つ
のデータラインを通じて電源を供給されることが分かる。
【００８３】
　以下では、ディスプレイ装置及び外部機器について既に説明した内容と重なる部分の説
明は省略する。
【００８４】
　図１３は、図１ないし図３に示す本発明の一実施形態に係るＵＳＢを通じて接続された
外部機器を充電するディスプレイ装置における外部機器充電方法を示すフローチャートで
ある。
【００８５】
　ディスプレイ装置がスタンバイモードの状態で充電可能な外部機器が、ディスプレイ装
置にＵＳＢを通じて接続されたか否かを確認する（Ｓ１３１０）。
【００８６】
　一実施形態において、ディスプレイ装置のスタンバイ電源を用いてＵＳＢデータライン
に流入する電流の大きさによって、外部機器の充電可否を確認することができる。
【００８７】
　ここで、充電可能な外部機器が接続された否かを確認するステップ（Ｓ１３１０）は、
ディスプレイ装置のスタンバイ電源と接続された二つのデータラインによるパスを通じて
充電可能な外部機器が接続されたか否かを確認することができる。
【００８８】
　ここで、ディスプレイ装置内のパス上には、二つのデータラインのうちいずれか一方に
充電が可能な機器であるか否かを確認するための抵抗がスイッチングされて接続されてよ
い。
【００８９】
　なお、外部機器内のパス上には、二つのデータライン間に形成される外部機器の終端抵
抗を含むことができる。
【００９０】
　ここで、終端抵抗は外部機器に形成された抵抗か、スイッチに接続された抵抗であって
よい。
【００９１】
　次いで、外部機器が接続されている場合、スタンバイモードでＵＳＢのＶＢＵＳライン
を通じて外部機器を充電する（Ｓ１３３０）。
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【００９２】
　ここで、外部機器を充電するステップ（Ｓ１３３０）は、ＶＢＵＳラインと接続された
ディスプレイ装置の主電源を用いて外部機器を充電することができる。
【００９３】
　一実施形態において、本発明の一実施形態に係る外部機器充電方法は、外部機器の充電
状態を表示するステップを更に含んでよい。
【００９４】
　ここで、外部機器の充電状態を表示するステップは、ディスプレイ装置に形成されたＬ
ＥＤで外部機器の充電状態を表示するか、又はディスプレイ装置のディスプレイ部を介し
て外部機器が充電されたか否かを表示することができる。
【００９５】
　一実施形態において、外部機器がディスプレイ装置から解除されると、本発明の一実施
形態に係る外部機器充電方法は、外部機器がディスプレイ装置から取り外されたと認識し
、ＶＢＵＳラインと接続されたディスプレイ装置の電源部をオフにするステップを更に含
んでよい。
【００９６】
　別の実施形態において、外部機器の充電が完了すると、本発明の一実施形態に係る外部
機器充電方法は外部機器がディスプレイ装置から取り外されたと認識に、ＶＢＵＳライン
と接続されたディスプレイ装置の電源部をオフにするステップを更に含んでよい。
【００９７】
　図１４は、本発明の別の実施形態に係る新たなインターフェースを通じて接続された外
部機器を充電するディスプレイ装置における外部機器充電方法を示すフローチャートであ
る。
【００９８】
　以下では、本発明の別の実施形態に係る新たなインターフェースは、ディスプレイ装置
と５つのラインで接続されているインターフェース方式であることを前提とする。
【００９９】
　まず、５つのラインのうち第１ライン及び第２ラインのうち少なくともいずれか一方を
通じて、少なくともいずれか一つの外部機器が認識されるようにするウェークアップ信号
を受信する（Ｓ１４１０）。
【０１００】
　即ち、ウェークアップ信号はＮＩＦ方式の５つのラインのうちいずれか一つのラインを
通じて、又は二つのラインを通じてウェークアップ信号を受信することができる。
【０１０１】
　一実施形態において、ウェークアップ信号はウェークアップ信号の開始を報知する開始
信号、少なくともいずれか一つの外部機器のうちいずれか一つを選択する外部機器選択信
号及び外部機器の動作モードを指定する動作モード信号のうち少なくともいずれか一つを
含んでよい。
【０１０２】
　ここで、開始信号は、ハイ（Ｈｉｇｈ）レベルからロー（Ｌｏｗ）レベルにダウンされ
た後、予め設定された時間だけ前記ローレベルを維持する信号か、又は、前記ローレベル
から前記ハイレベルにアップされた後、予め設定された時間だけ前記ハイレベルを維持す
る信号であってよい。
【０１０３】
　なお、動作モード信号は、外部機器を充電する動作モードを含めて少なくともいずれか
一つの別の動作モードを含んでよい。
【０１０４】
　一実施形態において、本発明の別の実施形態に係るディスプレイ装置における外部機器
充電方法は、ウェークアップ信号の受信が完了した後、ウェークアップ信号受信確認信号
を外部機器に伝送するステップを更に含んでよい。
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　次いで、受信されたウェークアップ信号に応じて、５つのラインのうち第３ライン又は
第４ラインのうち少なくともいずれか一方を通じて外部機器を充電する（Ｓ１４３０）。
【０１０６】
　図１５は、本発明の一実施形態に係る互いに異なるインターフェースが適用されるディ
スプレイ装置と接続された外部機器における充電方法を示すフローチャートである。
【０１０７】
　まず、デフォルトでＮＩＦ方式のインターフェースの適用された外部機器がディスプレ
イ装置に接続される（Ｓ１５０１）。
【０１０８】
　次いで、ディスプレイ装置のインターフェース方式がＵＳＢ方式であるか否かを判断し
（Ｓ１５０３）、ディスプレイ装置のインターフェース方式がＵＳＢ方式である場合、外
部機器のインターフェースをスイッチングしてＵＳＢ方式に切り替える（Ｓ１５０５）。
【０１０９】
　次いで、ＵＳＢ方式で電源供給及びデータ通信を行なう（Ｓ１５０７）。
【０１１０】
　ここで、Ｓ１５０３ステップでディスプレイ装置のインターフェース方式がＵＳＢ方式
でない場合、ディスプレイ装置をウェークアップさせるウェークアップ手続きを行なう（
Ｓ１５０９）。
【０１１１】
　次いで、ＮＩＦ方式によるデータ通信を行ない（Ｓ１５１１）、Ａ／Ｖ伝送及びデータ
伝送を行なう（Ｓ１５１３）。
【０１１２】
　もし、ウェークアップ手続きを行なった後、充電命令を受信すると（Ｓ１５１５）、デ
ィスプレイ装置がスタンバイモードの場合であるか否かを判断する（Ｓ１５１７）。
【０１１３】
　ここで、ディスプレイ装置がスタンバイモードでないノーマルモードである場合、外部
機器に電源を供給する（Ｓ１５１９）。
【０１１４】
　なお、ディスプレイ装置がスタンバイモードである場合、画面をオンさせずに、ディス
プレイ装置をオンさせた後（Ｓ１５２１）、充電用の電源を供給する（Ｓ１５２３）。次
いで、充電が完了すると、ディスプレイ装置をスタンバイモードに切り替える（Ｓ１５２
５）。
【０１１５】
　一方、本発明の属する技術分野の当業者は、本発明がその技術的な思想や特徴を変更せ
ずに、別の具体的な形態で実施できることを理解すべきである。
【０１１６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
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